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Ⅰ 相談・受任段階、初動

1 初回相談前（予約時点の対応）

離婚事件では、多くの場合、婚姻前（交際期間や婚約期間など）から現在
に至る長期の生活全般について事情を聞き取ることになる。相談には時間を
要するため、通常よりも長めの相談時間を確保しておくとよい。
また、初回相談から十分な聞き取りをするためには、戸籍謄本1や住民票、

夫婦の簡単な経歴・職業、家族構成、婚姻後の時系列、相談したい内容の概
要メモ（可能であれば時系列）、相談予約時の聞き取り結果から関係すると
考えられる資料（離婚原因につながる資料、財産関係の資料等）などの準備
を依頼し、相談日に持参してもらうか、事前にメールなどで受領しておくと
効率的な相談が可能となるケースが多い。
ただし、相談者の中には、資料の作成を負担に感じる方もいる。相談者が

無理なく初回相談に臨めるよう柔軟な対応が必要となる。
なお、相談予約が入った時点で、後記Ⅳで述べるDV事案など、相談者の

身に危険が差し迫っているような緊急性の高い事案の場合には、シェルター
への緊急避難を検討し、警察相談や女性相談支援センター2の相談などに速

1　戸籍法改正により、令和 6年 3月 1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始ま
り、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・直系尊属（父母、祖父母な
ど）・直系卑属（子・孫など）の戸籍証明書等が取得できるようになった。ただし、
広域交付制度は、郵送請求や代理人による請求はできず、弁護士の職務上請求も利
用できない。職務上請求では、従来どおり本籍地の役所に申請する必要がある。相
談者本人に戸籍等を取得してもらった方が早い場合もあるので、広域交付制度につ
いて説明し、無理のない範囲で最寄りの窓口で取得するよう伝えておくとよい。
2　旧「婦人相談所」。令和 6年 4月 1日施行の「困難な問題を抱える女性への支援
に関する法律」（いわゆる女性支援新法）により、制度上の名称が「婦人相談所」
から「女性相談支援センター」に改められた。
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Ⅱ　離婚後のその他の手続等

4 その他

その他、児童扶養手当の申込み、住民票の移動、印鑑登録の変更、運転免
許やパスポート等の変更、銀行関係・カード等の氏名住所・請求先の変更、
医療保険・生命保険の契約変更等、必要になる手続は人によって異なる。
これらの手続については基本的に本人がすることとなり、弁護士が対応す
ることは多くないが、必要があれば、適切に案内できるよう心掛けたい。

5 離婚後の再婚について

令和 6年 4月 1日施行の民法改正により、民法733条は削除され、女性の
再婚禁止期間は廃止された。
また、民法772条も改正され、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生ま
れた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再
婚後の夫の子と推定することとなった。

経験談㉛　支払期間が長期にわたる養育費（相手方の連絡先・
成年年齢の引下げ）

以前に離婚調停事件を担当した元依頼者の女性（Ａさん）から、十数年
ぶりに連絡があり、ご相談を受けました。
十数年前の調停事件では、当時、乳幼児だった 2人の子ども（長男、二
男）の親権者をいずれも母であるＡさんと定め、夫であり子らの父である
相手方が、子らがそれぞれ「満20歳に達する日の属する月まで」毎月養育
費を支払うことなどが合意され、調停離婚が成立していました。調停成立
後、ずっと、きちんと毎月の養育費が振り込まれていたのに、数か月前に
長男が18歳の誕生日を迎えたところ、その翌月から、長男分の養育費が支
払われなくなった、どうしたらよいか、とのご相談でした。
2022年 4 月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから、
元夫が、養育費の支払義務が18歳の誕生月までに短縮されたと勘違いした
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Ⅵ 資料・証拠の調査と収集について

扶養に関する事件については、具体的な扶養料の算定が争点となると思わ
れるので、これに関する資料・証拠の調査と収集につき述べる。

1 生活保持義務の場合

具体的な扶養料を算定するに際し、当該扶養の性質が生活保持義務の場
合、その算定は既述のとおり養育費と同様なので、養育費の項に譲る。

2 生活扶助義務の場合

⑴　最低生活費の算定
当該扶養の性質が生活扶助義務の場合、まず、最低生活費を算定すること
になる。最低生活費を生活保護基準で算定する場合、厚生労働省のHPに最
低生活費の算定基準が掲載されている47。
また総務省統計局の家計調査報告48を基準にする裁判例もある（札幌高決

平成26・ 7 ・ 2 判タ1417号127頁〔28234276〕）。同裁判例では、平成25年の
総務省統計局の家計調査報告の単身・65歳以上・女性の消費支出の金額14万
9397円に非消費支出 3万8500円を加えた18万7897円を最低生活費としてい
る49。

47　https://www. mhlw. go. jp/content/001152601. pdf　なお、同基準について令和
7年 3月31日までの経過措置が設けられている。

48　https://www. stat. go. jp/data/kakei/
49　同裁判例の解説では、総務省統計局の家計調査報告を基準とした最低生活費は生
活保護の基準を超えていると推認されるとしている（判例タイムズ1417号（2015年）
128頁）。
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